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資料３

令和５年産米の総括と６年産米に向けた取組方針について

１ 令和５年産米の総括

○ 県再生協では、５年産米の取組方針として、「地域再生協による需要に応じた生産

の推進」と「事前契約の早期締結」、「販売数量の早期見極めと非主食用米等への振り

分け」、「情報提供及び普及啓発」を定め、地域再生協との連携による状況把握を行う

とともに、集荷業者等に対して、個別訪問等による働きかけを行った。

○ 生産段階では、需要に応じた生産を推進するため、売り先の決まらない米について、

産地交付金県推進枠の対象品目を拡充し、飼料用米以外の選択肢を広げながら積極的

な振り分けを推進した。

その結果、米価が回復基調にある中、備蓄米や輸出用米等への取組が増加したこと

により、５年産米の主食用米面積は69,900ha（前年差+800ha）となった。

○ 集荷段階では、物価高騰による消費者の節約志向の高まりや、アフターコロナの先行

きが不透明な中、集荷業者等の販売努力により、前年並みの事前契約率が確保された。

○ 県産米の令和５年６月末在庫量は、４年産米の作付転換と不作（作況95）の影響に

より、前年から3.7万トン減少の11万トンとなった。

また、５年産米においても不作（作況97）が大きく影響し、生産量が38.6万トンと

４年産米の需要量を3.4万トン下回った。

こうしたことにより、令和６年６月末在庫は11万トンから8.2万トンまで減少する

見通しとなっている。

【生産状況】
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２ 令和６年産米に向けた取組方針

国が示した基本指針によると、令和６年６月末在庫は、前年同期より20万トン減少の

177万トンと見通されている。

県産米においても、３年産米以降、行政と集荷団体が一体となって作付転換や販売促

進に取り組んだことに加え、２年連続の不作の影響により、令和６年６月末在庫は8.2

万トンまで減少する見込みである。

こうした中、米価は回復基調にあるものの、現在の需給環境をより確かなものとする

ため、県段階の令和６年産米の生産の目安を、５年産米の生産の目安と同水準とし、引

き続き、確実な需要に基づいた米の生産を推進する。

（１）地域再生協による需要に応じた生産の推進

○ 地域再生協は、生産の目安を設定するに当たり、県段階の目安や集荷業者の販売

状況等を参考にしつつ、各方針作成者の令和５年産米の取組実績を分析するなど、

十分な検討を行う。

○ 地域再生協は、県再生協と連携し、集荷業者の事前契約締結状況の把握と、それ

に基づき、非主食用米の制度活用を働きかけるとともに、集荷業者に対し需給情報

を適切に提供する。

○ 地域再生協は、大豆等の土地利用型作物及び野菜等の定着性の高い品目や需要増

が見込まれる品目への転換、さらには、畑作物の本作化に向けた畑地化の推進によ

り、中長期的にどのような産地を目指すのかを検討する。

○ 連作障害回避の観点から有効な田畑輪換を行う際は、非主食用米と畑作物を組み

合わせたブロックローテーションを実施し、需要に応じた生産の原則に基づいた作

付計画を推進すること。

（２）事前契約の早期締結

○ 各集荷業者は、県及び地域の生産の目安を参考にしつつ、需給状況を踏まえ、早

期に確実な需要を見極めることができるよう、卸売業者等との事前契約の締結を推

進することとし、契約時期は原則として播種前とする。

なお、卸売業者等との交渉においては、令和４・５年産米の販売動向を確認する

など、翌年に持ち越さないよう配慮する。

○ 事前契約は、数量だけでなく、価格も含め書面で定めるものとし、可能な限り卸

売業者等の先の実需も含めるとともに、複数年契約の取組を拡大する。

なお、価格については、現下の需給状況を踏まえ、相手先と十分調整の上、設定

する。
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（３）販売数量の早期見極めと非主食用米等の制度活用

○ 各集荷業者は、事前契約の締結状況に基づいた、適正な販売数量を把握し、それ

を超過する米については、非主食用米の制度活用を検討するものとし、備蓄米や新

規需要米等への取組を推進する（下図参照）。

○ 県は、産地交付金県推進枠の対象品目を拡充し、農業者が自らの経営判断により

転換品目を幅広く選択できるよう支援する。

また、集荷業者の振り分けの判断に資するため、秋田米レポートを発行し、全国

及び県産米の最新の需給動向について情報提供する。

（４）情報提供及び普及啓発

○ 県再生協では、県内農業者向けのチラシを作成するとともに、専門部会における

研修会等を開催する。

○ 地域再生協では、チラシの配布や広報等を通じた普及啓発を行う。

【事前契約等のスケジュール】

※契約率は、過去の集荷状況等を踏まえ適宜引き上げること。
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＜参考＞

令和５年産米の事前契約状況等について
（集荷業者アンケート結果）

１ 事前契約数量

２ 時期別契約状況（割合）の推移

56%
72% 78%

27%
25% 13%

17% 3% 9%

3月末（播種前） 6月末 9月末（収穫前）

46%
68% 76%

40%
22% 13%

14% 10% 11%

3月末（播種前） 6月末 9月末（収穫前）

書面契約数量

確約数量

未契約数量

令和５年産米（計画数量28.5万トン） 令和４年産米（計画数量29.6万トン）

※ 生産量から販売計画数量を減じた数量を「農家直売・販売等」としており、販売計画を超えた集荷があった 場合は変更となる。

生産量 38.6万トン 作況指数97）
５
年
産
米

4
年
産
米

生産量 38.3万トン 作況指数95）

販売計画数量29.6万トン
農家直売・飯米等

8.7万トン書面による事前契約数量
23.1万トン（78％）

確約数量
3.8万トン
（13%）

未契約
2.7万トン
（9%）

書面による事前契約数量
21.7万トン（76％）

農家直売・飯米等
10.1万トン

販売計画数量28.5万トン

確約数量
3.6万トン
（13%）

未契約
3.2万トン
（11%）
















